
刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する代表質問　　　　　 
2026年5月26日 

国民民主党・無所属クラブ 
小竹　凱 

国民民主党・無所属クラブの小竹凱です。​
会派を代表して、再審法改正案について、高市総理大臣及び議員立法提出者に質問します。 
 
まず、基本認識について伺います。昨年8月、福井事件の前川さんは、私の地元にあります、名古屋高裁金沢
支部において、事件発生から実に39年を経て、再審無罪となりました。また、袴田事件では、事件発生から無罪
確定まで58年を要しました。これらは現行の再審制度に、深刻な構造的課題があることを、示しています。法務
省は、本改正案を、再審制度が非常救済手段としてより適切に機能するための重要な法案と説明しています。
総理に伺います。福井事件や袴田事件が示した現実を踏まえ、再審法改正の必要性をどのように認識しておら
れるのでしょうか。また、本改正によって、これまで冤罪被害を生み出してきた制度的・構造的課題を克服し、無
辜の人を二度と長年苦しめない制度へと改めることができると考えておられるのか、明確な答弁を求めます。 
 
〇証拠リストの開示について 
本案では、証拠開示の入口となる送致書類等目録を含む証拠リストの開示について、なぜ明確に広く保障しな
かったのでしょうか。再審請求人側は、そもそもどのような証拠が存在するのかを知らされなければ、証拠の関
連性や必要性を具体的に主張することができません。存在自体を知らされていない証拠について、請求人側に
特定や疎明を求めることは、実際上ほとんど不可能です。無実を救済する制度であるならば、まず何の証拠が
存在するのかを知る機会を保障することこそ必要ではないでしょうか。答弁を求めます。 
また、閣法では、証拠は裁判所への提出命令という構造が採られ、裁判所が標目の一覧表の提示を受ける場
合でも、その閲覧・謄写は認められない仕組みとしています。対して、議法では、送致書類等目録を含む検察官
保管証拠等について、何を開示の対象とし、誰に対する開示として規定しているのか。また、開示の方法や一覧
表の提示の取扱いについて、どのように規定しているのか。議法提出者 西村智奈美さんに答弁を求めます。 
 
〇証拠開示の範囲について 
本案は、再審請求審における証拠開示の対象を、「再審請求の理由に関連すると認められる証拠」に限定して
います。しかし、再審請求人や弁護人は、開示前の段階では、どのような証拠が存在するのか十分に把握でき
ず、その段階で「関連性」や「必要性」の具体的な主張を求めれば、無罪方向の証拠ほど、開示されにくくなるお
それがあります。本案は、この「関連性」を、請求人側が現時点で立証できる範囲に狭く限定して解するのでは
なく、無罪を基礎づける可能性のある証拠や、その探索に必要な証拠まで含めて広く解する考えがあるのでしょ
うか。答弁を求めます。 
 
また本案は、裁判所が職権で検察官に対し証拠提出命令を出し得る仕組みを示していますが、その対象は、関
連性、必要性、弊害の程度などを踏まえ相当と認める場合に限られており裁判所が消極的であれば、十分機能
しないおそれがあります。再審請求人側が証拠の存在自体を把握できない以上、当事者の申立てだけに委ねる
のでは不十分です。 
だからこそ、裁判所が必要と認めるときには、真実解明のために積極的に職権で証拠開示命令を発することが
不可欠であると考えます。総理は、職権による証拠開示命令を、例外的で消極的な制度としてではなく、再審請
求審の実効性を支える中核的手段として位置づける必要性をどのように考えているのでしょうか。答弁を求めま
す。 
 
〇証拠の保存・管理に関する規律について 
過去の再審事件では、証拠の保存・管理や存否確認が適切に行われていなかった疑いのある事態が、現に生
じています。袴田事件では、『存在しない』と説明されていた、5点の衣類発見直後を撮影した写真ネガが後に発
見されました。また、日野町事件でも、『不存在』とされていた指掌紋を採取したゼラチン紙等の証拠品や鑑識関
係書類が、後に発見されています。これらは、単なる個別のミスではなく、証拠の保存・管理等の仕組み自体に
問題があることを示しているのではないでしょうか。ところが、本改正に関する法制審の議論では、証拠の保存・
管理に新たな法定規律は設けられず、検察や警察における適切な運用が望まれるにとどまっています。しかし、
いくら証拠開示制度を整えても、肝心の証拠が適切に保存されず、「不存在」や「不見当」と扱われたままでは、
無辜の救済は実現できません。捜査機関及び検察における証拠物や捜査資料について保存義務や、一覧表・
目録の作成及び管理を法律上明確に義務づけるべきと考えますが、答弁を求めます。 
 
〇開示証拠の目的外使用禁止について 



本案は、再審請求手続又はその準備以外の目的で、開示証拠の複製等を交付し、提示し、又は提供することを
禁じ、これに罰則まで設ける方向を示しています。しかし、通常審は公開の法廷であるのに対し、再審請求審
は、その多くが非公開であるのが実態です。にもかかわらず、通常審と同じ発想で目的外使用禁止を持ち込め
ば、ただでさえブラックボックス化しやすい再審請求審を、さらに不透明なものにする可能性があると考えます
が、総理の見解を伺います。 
 
そもそも、弁護士には、弁護士職務基本規程等による厳格な倫理規律があり、懲戒制度も整備されています。
加えて、名誉毀損やプライバシー侵害については、既に現行法上の対応手段も存在しています。​
それにもかかわらず、再審請求審において、あえて新たに罰則付きの目的外使用禁止を設けなければならない
具体的な立法事実は何なのか。なぜ既存の規律では足りないのか。答弁を求めます。 
 
また、実際の再審事件においては、長期間にわたり請求人に寄り添い、支え続ける支援者の存在が不可欠で
す。さらに、証拠の検証や誤判原因の究明のためには、外部専門家の知見を得ることも重要です。 
ところが、非公開で進みがちな再審請求審に、目的外使用禁止が課されれば、支援者との信頼関係を支える情
報共有や、専門家との連携までも萎縮させ、長期間に及ぶ再審事件を維持・継続すること自体が困難となり、無
辜の救済に重大な支障を生じさせる恐れがあると考えますが、総理の見解を伺います。 
また、法務省は、弁護士側が利益目的でなく使用した場合は処罰対象にならない一方、違法と評価され得るとし
ています。しかしそれでは、正当な弁護活動や支援活動に対する萎縮効果が懸念されます。であるならば、処
罰の対象を、弁護士側が利益目的で使用した場合に限定するよう、条文上の構成要件を明確に改めるべきで
はないでしょうか。答弁を求めます。 
 
袴田事件では、検察官から開示された5点の衣類のカラー写真ネガについて、市民、支援者、専門家、報道関
係者らによる外部検証と社会的共有が行われ、それが再審開始、ひいては無罪救済に向けた世論形成と審理
の前進に決定的な役割を果たしたと指摘されています。​
このように、再審においては、法廷内だけでなく、外部による証拠検証と社会的共有が、誤判是正と無辜救済の
迅速化に現実に資してきたと思いませんか。総理は、袴田事件の経緯が持つ意義をどのように認識しているの
でしょうか。そのうえで、外部検証や社会的共有の意義を認めるのであれば、開示証拠の目的外使用を広く禁じ
ることは、将来の袴田事件のような救済をかえって困難にするおそれがあるのではありませんか。見解を伺いま
す。 
 
仮に通常審との均衡を理由にするのであれば、むしろ、公開法廷を前提とする通常審においてすら弊害が指摘
されているこの規定自体を見直すべきであって、より不透明な再審請求審に機械的に持ち込むのは、順序が逆
ではありませんか。答弁を求めます。 
 
また、関連して一問伺います。 
5月24日の共同通信の報道によれば、法務省は、違法な取り調べを巡る国家賠償請求訴訟において、取り調べ
の録音・録画データを裁判所へ提出する際、閲覧制限の申し立てや、非公開の弁論準備手続での証拠調べを
裁判所に求めることを推奨する通知を、各地の法務局に発出していたとのことです。 
当該通知の発出は事実でしょうか、また、その趣旨について明確な答弁を求めます。 
 
〇再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて 
本案は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則禁止としています。 
しかし、例外として残される「再審開始決定が取り消されるべき十分な根拠がある場合」の範囲が広ければ、検
察官はなお広く再審開始決定を争うことができ、結局、現行と実質的に大きく変わらないことになりかねません。
ここでいう「十分な根拠」とは、単なる証拠評価や事実認定の違いまで含むのですか、含まないのですか。含ま
ないのであれば、それは再審開始決定に重大かつ明白な法的瑕疵がある場合など、きわめて限定された場合
に限ると、理解してよろしいですか。答弁を求めます。 
 
また、本案は検察官抗告を行った際に、抗告理由を公表するという規定を設けています。しかし、再審請求にお
いて抗告が正当かどうかは、新証拠に明白性があるかどうかの判断にかかっています。ところが、新証拠が開
示証拠である場合、証拠自体を見ることができなければ、いくら政府が抗告理由を公表したとしても、その当否
を外部からは検証することはできません。したがって、抗告理由の公表義務を置くだけでは不十分であり、審理
の公開、あるいは開示証拠の目的外使用禁止の見直しを併せて行わなければ、この規定は空文化しかねない
のではないでしょうか。見解を伺います。 
〇過去の事件の検証について 



再審無罪となった事件については、個別の救済にとどまらず、誤判の原因を検証し、制度改善につなげることが
不可欠です。この点、袴田事件については、2024年12月に最高検察庁から検証結果報告書が公表されました
が、誤判の要因として捜査・公判活動そのものが問われているにもかかわらず、その当事者である組織自らが
内部で検証を行う現在の枠組みには、客観性・中立性の観点から限界があるのではないでしょうか。国民の司
法に対する信頼を確保するためにも、第三者性を担保した独立した検証体制を構築すべきと考えますが、見解
を伺います。 
 
そのうえで、長期間にわたり再審請求が続き、証拠評価や捜査の在り方について重大な疑問が指摘されてきた
福井事件についても、第三者機関による検証を行うべきと考えますが、見解を伺います。 
 
無辜の不処罰は、近代刑事司法の根幹であり、万が一誤判が生じた場合には、速やかに救済できる制度が
整っていなければ、司法に対する国民の信頼は成り立ちません。だからこそ、再審制度は、司法の正当性を支
える最後の砦として、不断に見直されるべきものと考えます。 
過去の冤罪の悲劇を二度と繰り返さない制度を構築することこそ、我々立法府の責務であります。本改正は、無
辜の救済のみならず、司法への信頼、そして法治国家としての正当性と誇りをかけた議論であることを申し上
げ、質問を終わります。ありがとうございました。 
 


